
令和８年度青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金

プロフェッショナル人材の

確保に必要な経費を支援
します 【最大５０万円】

▶デジタル人材
専門的なデジタル知識・能力を有し企業のDX

化を推進できる人材。

▶生産性向上人材
大手企業の工場長や開発リーダー等の経験者で

改善による生産性向上、新たな製品開発等に取り

組むことができる人材。

▶販路開拓人材
商社等での営業や新規事業の立ち上げ経験者、

海外事業企画等のグローバルビジネスの経験者等

で、新たな販路を開拓できる人材

■プロフェッショナル人材、副業・兼業人材の例

■補助制度の概要
青森県内の中小企業等が、経営革新や新事業展開等のため、プロフェッショナル人材を採用

したり、副業・兼業人材として活用する際に必要な経費の一部を補助します。

申請にあたっては、下記の①～③が済んでいることが必要です。
①青森県プロフェッショナル人材戦略拠点への相談
②青森県プロフェッショナル人材戦略拠点による人材紹介事業者への取り繋ぎ
③人材マッチング

プロフェッショナル
人材の採用
（雇用契約）

副業・兼業人材の活用
（業務委託等契約）

初 回 活 用 時 ２回目以降活用時

補助率 １／２ ８／１０ １／２

補助上限 ５０万円 ５０万円

補助対象
経費

・人材紹介手数料 ・人材紹介手数料
・交通費、宿泊費
・報酬

・人材紹介手数料
・交通費、宿泊費

▶経営サポート人材
企業経営者や大手企業でのマネジメント経験者で

経営者の右腕として活動できる人材。

▶事業再生人材

金融機関での事業再生マネジメント経験者で事業
再生を推進できる人材。

▶その他人材
県外の企業等で事業企画・運営等に相応の実績を

有し、チームのリーダーとして活躍が期待される人

材。

※正式な雇用契約、県外から県内への住民票の異動が
必要

※同一企業内(親会社･子会社含む）の異動は対象外

■申請・補助の流れ
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事業者⑩ 補助金支払

④ 申請（採用・活用開始10日前までに）

⑧人材紹介手数料支払

③ 人材マッチング

⑦交通費/宿泊費/報酬支払

②取り繋ぎ
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青森県プロフェッ
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※人材紹介手数料及び報酬は、当該人材が県内で活動した月額相当分

⑤交付決定

⑨ 実績報告

⑥ 採用・活用開始



１ 原則として、採用（正式雇用）・活用開始日１０日前までに申請書類を下記申込み先ま
で郵送又は持参で提出してください。

２ 申請にあたっては、「青森県プロフェッショナル人材戦略拠点」からの意見書を添付す
る必要がありますので、事前に当該拠点にご相談ください。

３ 補助事業は予算がなくなり次第終了します。

県内に事業所を有する中小企業者（但し、資本金３億円以下又は常時使用する従業員の数
が３００人以下の法人及び個人）、企業組合、協業組合、事業協同組合、農事組合法人、水
産加工業協同組合

雇用開始または活用開始から令和９年２月２８日まで
※ 副業・兼業人材を初めて活用する場合、当該人材との契約期間は６か月以内とします。

下記の書類を、郵送又は持参にて、青森県こども家庭部若者定着還流促進課あて提出して
ください。

１ 交付申請書（第１号様式）
２ 事業計画書（第２号様式）
３ プロフェッショナル人材の住民票の写し(副業・兼業人材の場合は不要)、履歴書及び
プロフェッショナル人材戦略拠点が作成した意見書又はこれに代わる書面

４ プロフェッショナル人材との労働条件通知書又はこれに代わる書面 (副業・兼業人材
を活用する場合は業務委託契約書でも可) 

５ 人材紹介事業者との契約書の写し又はこれに代わる書面
６ 申請者が法人である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面
７ 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
８ 会社案内又はこれに代わる書面
９ 最近２期間の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
10 誓約書（第３号様式）

補助金は補助事業の完了後交付します。

■ 受付期間

■ 補助対象事業者

■ 応募方法

■ 補助対象期間

■ 補助金の交付

青森県 こども家庭部若者定着還流促進課 若者採用支援グループ
〒030-8570 青森市長島1-1-1
TEL：０１７－７３４－９４０１ E-mail：wakamono@pref.aomori.lg.jp
URL：https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/wakamono/R8_projinzaihojo.html

補助金の申請についてのお問合せ・お申込み先

青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金の詳細

人材の確保についての相談・お問合せ先

青森県プロフェッショナル人材戦略拠点（事業受託者：一般社団法人青森県工業会）
〒030-0801 青森市新町2-8-26 県火災あおもりビル５階
TEL：０１７－７３５－６５５０ E-mail： pro-jinzai@aia-aomori.or.jp
URL：https://aopro.jp

※申請様式は上記URLからダウンロードできます


